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売場のほぼ中央、最も目立つ位置に輸入ハム売場と輸入チーズ売場があり、それぞれに専門の
販売員が常駐していた。顧客の要望に合わせた商品を薦めるだけでなく、的確なアドバイスや美
味しい食べ方の提案、さらにその商品に合うワインの紹介まで行っており、ハム・チーズ・ワイ
ンに特化した売場であることがうかがえたが、試食や試飲のサービスはなかった。この売場では、
一般のマートではほとんど見ることができない国内産（済州産）の生ハムも 3 種類ほど取り扱っ
ていた。

（写真左：輸入ハム売場 全景） 写真右：輸入ハム売場 近景）

（写真左：済州産サラミ） （写真右：パッケージ裏面）

輸入ハム売場の横には、国内で一般に流通している食肉加工品売場があった。デパートとして
は取り扱う品数が多く、価格は一般のマートと同等か、むしろ安い設定になっていた。また、ラ
ンチョンミート売場は売場前方の中央付近にあり、菓子売場に隣接していた。その立地から、韓
国のランチョンミートに関心を持つ外国人観光客の利用が多いと考えられる。



62

（写真左：一般ハム・ソーセージ売場　全景） （写真左：一般　ハム・ソーセージ売場近景）

（写真：ランチョンミート売場）

平日の午後にも関わらず、店内は多くの買い物客で賑わっていた。主な客層はブランドバッグを
持った中流以上の主婦層に加え、20 ～ 30 代の女性も多く見られた。また、かなりの割合で外国
人観光客も来店していたが、彼らは常温の菓子やインスタントラーメン売場に集中していた。視察
時には輸入ハム売場に主婦層が多く訪れており、販売員のアドバイスを参考に商品を購入してい
た。韓国を代表するデパートだけあってサービスの質は高く、販売員の知識も豊富だと感じられた。

（４）コンビニエンスストア
韓国のコンビニ史は、1982年にオープンしたセブン-イレブン1号店から始まった。2010年以降、

核家族化が進むにつれて需要が高まり、店舗数も増加した。現在、全国に展開するコンビニチェー
ンは CU、GS25、セブン - イレブン、emart24 の 4 社である。2020 年以降は CU と GS25 によ
る激しいトップ争いが続いている。

MZ 世代が主要客層であることから、各社は若者層に向けたオリジナル製品の開発に積極的であ
る。最近はコンビニ自体が「飲食トレンド発信地」として位置付けられるようになっている。調査
店舗には、2024 年のデータで店舗数・営業利益ともに首位となった CU を選定した。CU はいち早
くコラボ商品や特化型店舗に取り組み、飽和状態にあるコンビニ市場で売上を大きく伸ばしている。
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　　５．CU（씨유／シーユー）
CU は BGF リテールが運営する韓国最大のコンビニフランチャイズチェーンである。前身

1990 年に韓国企業が日本のファミリーマートと商標ライセンス契約を結び、オープンした「ファ
ミリーマート」だった。その後、2012 年に日本ファミリーマートとのライセンス契約及び持分
関係を完全に解消し、新ブランド CU を誕生させた。現在は全国に 1 万 8 千店舗以上を展開して
いる。

調査店舗として、ソウル・聖水洞に位置する CU 現代テラスタワー店を選定した。聖水はソウ
ルで今最も注目される話題の場所であり、コンビニの主要顧客である 10 ～ 30 代の若年層が多
く集まるため、韓国の若者が好んで消費する食肉加工品の傾向を把握するのに適していると判断
した。

（写真：CU 現代テラスタワー店入口）
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表５－８　店舗概要

業種 コンビニエンスストア

住所
CU 現代テラスタワー店
7, Yeonmujang 5ga-gil, Seongdong-gu, Seoul

立地環境

地下鉄 2 号線・聖水駅から徒歩 3 分。周辺には国内最大規模の OLIVE YOUNG や人気コ
スメショップ、インポートブランドのポップアップストア、カフェが立ち並び、連日多く
の若者や外国人観光客が訪れる。ソウルで最もホットなエリアの１つで、弘大と並ぶ「流
行発信地」となっている。

雰囲気・客層
店内にイートインスペースがあるが、全体的に落ち着いた雰囲気。近隣に居住する若者や、
聖水エリアに遊びに来た若い世代、外国人観光客が主な客層で、複数人で利用する姿が多い。

品揃え
（※商品価格は
１包装あたり）

・ソーセージ：
　　約 15 種類（PB 商品 5 種類、990 ～ 2,900 ウォン、約 90 円～ 263 円）
・ハム：
　　1 種類（3,900 ウォン、約 354 円）
・ランチョンミート：
　　4 種類（6,200 ～ 8,900 ウォン、約 563 円～ 809 円）
・ユッポ（干し肉）：
　　5 種類（3,500 ～ 4,600 ウォン、約 318 円～ 418 円）
・トッカルビ串（PB 商品）：
　　2 種類（1,900 ～ 3,500 ウォン、約 172 円～ 318 円）
・サラダチキン：
　　5 種類（PB 商品 3 種類含む、1,900 ～ 4,700 ウォン、約 172 円～ 427 円）
・ローストチキンレッグ（PB 商品）：
　　3 種類（3,500 ～ 3,900 ウォン、約 318 円～ 354 円）
・その他（チョッパル、ピョンユッ等）：
　　7 種類（2,980 ～ 9,900 ウォン、約 270 円～ 900 円）

全体的な価格帯 スーパーに比べるとやや高めだが、PB 商品の一部は安めの設定。

備考 キャッチフレーズは「Nice to CU」。

韓国のコンビニでは「ハッバー」と呼ばれる串に刺したフランクフルトが定番商品であり、学
生や若い世代の消費者が間食やラーメンのお供として日常的に食べている。原料は豚肉が多く、
ニンニク味、唐辛子味、プルコギ味等の多様な味付けがある。よく売れる商品のため、ハッバーコー
ナーは入り口からすぐ目に付くレジ横に設置されていた。ハッバーやサラダチキンには PB 商品
もあったが、特設コーナーはなく、他社商品と一緒に陳列されていた。

（写真：多様な種類が並ぶハッバー）
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（写真左：ピリ辛プルコギ味のハッバー） （写真右：PB 商品のハッバー）

店内では 1 つ買うともう 1 つ無料の「1 ＋ 1（ワンプラスワン）」や、2 つ買うと 1 つ無料の「2
＋ 1（ツープラスワン）」が多くの商品に適用されており、ハム・ソーセージ売場では実に 20 種
類もの商品が対象となっていた。韓国のコンビニでは半額や 30％割引といった値引きよりも、「1
＋ 1」「2 ＋ 1」の割引方式が一般的に採用されており、お得感を訴求して販売促進につなげている。

（写真：ハッバーはほとんどが 1 ＋ 1 で販売されていた）

店舗奥にはおつまみコーナーがあり、その約 5 分の 1 がユッポ製品で占められていた。
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（写真：ユッポ売場。2 ＋ 1 の商品が多かった）

また、店内にはイートインコーナーがあり、電子レンジや温水器も完備されているため、購入
した商品をその場で食べることができる。訪問したのは土曜日の夕方だったが、イートインの利
用は 1 組のみだった。

（５）EC
韓国はインターネット接続率 99.9％（2021 年時点）で世界トップを誇り、ほぼ全ての国民がイ

ンターネットやスマートフォンを利用している。そのため、EC は韓国人の生活に欠かせない購買
手段となっている。韓国経済人協会の「グローバル e コマース市場現況分析（2018 ～ 2023 年）」
によると、2023 年の韓国 EC 市場規模は 228.9 兆ウォン（約 28.8 兆円）で世界 5 位である。また、
グローバル EC 企業の売上ランキングでも韓国の Coupang（쿠팡／クーパン）が 5 位に入っており、
国内外でその存在感を高めている。

　　６．Coupang（쿠팡／クーパン）
Coupang は国内 EC 市場で圧倒的なシェアを持ち、2024 年には国内流通企業で初めて売上

40 兆ウォン（約 3.6 兆円）を突破した（毎日日報）。「ないものはない」と言われるほど商品カ
テゴリーが幅広く、翌朝 7 時まで届ける「ロケット配送」や、低価格・高品質の PB ブランド

「gomgom」等が支持されている。配送エリアはほぼ全国をカバーし、利便性と価格優位性で消
費者から厚く支持を集めている。

　　７．Market Kurly（마켓컬리／マーケットカーリー）
一方、Market Kurly は高品質食材や生鮮品に特化したプレミアム型 EC として 2015 年に登

場。ターゲットは 20 ～ 40 代の中間層～富裕層女性で、安さよりも品質・新鮮さ・信頼性を重視。
有機野菜、無添加食品、輸入グルメ食材等を揃え、近年はコスメカテゴリーにも拡大している。
配送は首都圏中心だが、早朝に商品が届く「明け方配送」を提供し、鮮度と利便性を両立させて
いる。



67

（写真左：Coupang「ロケットフレッシュ」画面キャプチャ）
（写真右：Market Kurly のトップ画面キャプチャ）

両社の主な違いを表５－９に整理した。Market Kurly は Coupang を意識して「明け方配送」
を導入しているが、配送範囲は首都圏が中心であるのに対し、Coupang の「ロケット配送」は
全国展開している。会員サービスでも差があり、両社とも月会費で送料無料や割引を提供するが、
Coupang ではさらに動画配信サービス「Coupang Play」の無料視聴や、出前アプリ「Coupang 
Eats」の配達無料等の付加価値が大きい。ただし、会費は Market Kurly の 4 倍以上と高めで
ある。また、商品販売形式では、Coupang がまとめ売り主体であるのに対し、Market Kurly
は 1 点から購入可能である等、両社で異なる利便性がある。消費者は低価格とスピード配送の

「Coupang」と高品質・プレミアム志向の「Market Kurly」を使い分けて活用しているのが実
態である。

表５－９　Coupang と Market Kurly の比較

項目 Coupang Market Kurly

事業モデル 総合 EC モール プレミアム食品特化 EC

主な商品 生活用品、家電、衣料品、食品等の全カテゴリー 有機野菜、精肉、輸入食品、グルメ、PB 商品

強み 価格競争力、品揃え、圧倒的な物流網 高品質・差別化商品

ターゲット層 幅広い大衆
20 ～ 40 代の中間層～富裕層女性、
共働き世帯、子育て世代

配送サービス
ロケット配送（全国対応）
前日 24 時までの注文で翌朝 7 時までに配送

明け方配送（首都圏中心）
前日 23 時までの注文で翌朝 7 時までに配送

利用者数 3,200 万人以上（国民の約 62％） 限定的だが客単価が高い

会員の月会費 7,890 ウォン（約 717 円） 1,900 ウォン（約 172 円）

会員特典
動画配信サービス「Coupang Play」の無料視聴、
出前アプリ「Coupang Eats」の配達無料

毎月同額以上のクーポンを配布（実質無料）
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２. 韓国における食肉加工品の食習慣・消費習慣・トレンド等
韓国では「ご飯を食べましたか？」が日常的な挨拶に使われるほど、食が生活の中心にある。そ

の中でも肉は食のメインであり、サムギョプサルやプルコギ、サムゲタン等の代表的な料理からも
その重要性がうかがえる。2022 年以降、国民一人当たりの年間食肉消費量はコメの消費量を上回っ
ており、2023 年には食肉消費量は 60.0kg を記録した。

食肉加工品については、西洋化した食生活の影響により、ハムやソーセージの消費が着実に増加
している。特にランチョンミートは米国に次ぐ世界第 2 位の消費量を誇り、家庭のおかずの定番と
して親しまれている。また、秋夕（旧盆）や旧正月にはランチョンミートのギフトセットが贈答用
として最も利用されている。

（１）食習慣・購買習慣
韓国人は辛い料理や甘いデザート等、味が濃い食品を好む傾向が強い。すでに味が付いている料

理にもさらにソースを加える食べ方が一般化している。ソウル市が 2024 年 10 月に実施した「ソ
ウル食の統計調査」によると、「食品別摂取頻度」では、辛くて味の濃いスープ料理を「週 4 ～ 6 回」
食べる人が 37.2％で最も多く、「1 日 1 回以上」食べる人も 28.9％にのぼった。一方で、「健康的
な食生活を心がけて努力している」と回答した人は 57.3％で、「努力していない」の 7.4％を大き
く上回った。食肉加工品の摂取頻度は「2 週間に 1 回」が 34.9％、「週 1 ～ 3 回」が 34.2％であっ
た。「ほとんど食べない」と答えた人は 23.5％だった。

食品購入に関して、オフラインでの食品購入頻度は「月 3 ～ 4 回」が 38.8％で最も多く、「週 2 回以上」
は 17.6％にとどまり、前年の 25.3％から大幅に減少した（図５－ 10）。一方で、オンライン購入につ
いては「月 1 ～ 2 回」が 51.1％と最も多く、「一度もない」と答えた人も 30.4％いた（図５－ 11）。

ただし、加工食品についてはオンライン購入が拡大している。韓国農村経済研究院が発表した
「2024 年加工食品消費者態度調査」によると、週 1 回以上オンラインで加工食品を購入する世帯は
2019 年の 16.4％から 2024 年には 37.8％に増加。世帯主が 20 代の場合は 90.3％、30 代の場合
は 96.2％に達していた。

これらの結果から、韓国の消費者は「健康に気を配りたい」という意識を持ちながらも、辛くて
濃い味付けのスープ料理を日常的に食べている実態が浮かび上がる。また、生鮮食品はオフライン・
オンラインともに購入頻度が少なく、加工食品をオンラインで購入する比率が高いことから、家庭
での調理機会が減少し、まとめ買いの傾向が強まっていることがわかる。

図５－ 10　年別オフライン食品購入頻度

出典：ソウル特別市「2024 年基礎分析レポート #108」
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図５－ 11　年別オンライン食品購入頻度

出典：ソウル特別市「2024 年基礎分析レポート #109」

（２）食肉加工品の販売環境と消費者嗜好
韓国における食肉加工品の販売チャネルは、大型マート、スーパーマーケット、デパート、コン

ビニエンスストアといったオフライン売場に加え、EC サイトやネットスーパー等のオンラインも
広く利用されている。

購入先の傾向をみると、大型マートは豊富な品揃えが魅力で、用途や嗜好に合わせて商品を選び
やすい。中規模のスーパーマーケットにも食肉加工品コーナーはあるが、品数は限られている。国
内では生ハムやサラミ等の製品はほとんど生産されていないため、それら輸入製品を購入する際は
デパートが主な選択肢となる。コンビニエンスストアでは、飲酒時のつまみや間食として定番の

「ハッバー」が特に人気である。また、物流システムの高度化と配送の迅速化により、EC を利用す
る購入者も年々増加している。

こうした環境の中で、最も利用頻度が高いのはやはりハム・ソーセージ製品であり、購入先とし
ては大型マートと EC が中心となる。大型マートでは、豊富な品揃えに加え、セール価格の商品も
多く、惣菜コーナーや HMR 商品とあわせて「実際に目で見て選べる」メリットがある。新商品の
情報をいち早く得られるのも強みである。一方、共働き世帯や多忙な消費者にとって、来店不要で
注文できる EC は生活に欠かせない存在となっている。冷蔵・冷凍商品を含め夜遅くに注文しても
翌朝の朝食に間に合うケースも多く、さらに一般マートより安価な商品も豊富に揃っている。

現在、大型マートは特化型店舗への改装や「1 時間配送」等のサービスを武器に EC への対抗策
を進めており、今後は両者による消費者獲得競争が一層激しくなると予想される。

（３）トレンド
コロナ禍以降、「ヘルシープレジャー」や「スローエイジング」がブームとなり、健康的であり

ながら美味しく飲食できる食品の需要が高まっている。食品業界からはゼロシュガー、グルテンフ
リー、プロテイン含有、代替肉を使用した製品等が次々に発売されているほか、手軽に栄養を補給
できるサプリメントの市場規模も年々拡大している。

ソーセージやランチョンミート等の食肉加工品も例外ではなく、脂肪分やカロリーをカットした
製品、鶏胸肉を原料とした製品、さらには植物性原料を使用した製品も登場している。大手食品メー
カー Pulmuone から発売された植物性ランチョンミートは、発売から 1 年 5 か月で販売数 100 万
個を突破した。
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また、HMR の利用者も増加し、新たな食文化を形成している。大型マートでは広いスペースを
割いて HMR 売場を設置しており、大手 EC サイトでも自社ブランドの HMR 製品を開発・販売し
ている。HMR人気の背景には、韓国料理特有の骨付き肉を使用した製品が製造可能になったことで、
手間のかかる料理も手軽に美味しく食べられるようになったこと、さらに物価高の中で材料を揃え
て自炊するよりも安価に済ませられる点にあると考えられる。

（写真：通路両側に陳列された HMR 商品／ Home Plus 合井店）

（４）今後の展望
韓国農村経済研究院が発表した「2024 年加工食品消費者態度調査」では、2025 年に向けた展

望として、加工食品の主な購入先は大型マートの比重が維持され、オンラインでは食品専門モール
の拡大が続き、購入頻度も増加すると予想している。

HMR については、利便性と多様性に対する消費者満足度は高い一方、価格に対する満足度は低
かった。これは価格条件によって購入が左右される可能性を示すが、2024 年と同水準で購入を続
けると答えた人が全体の 4 分の 3 を占め、さらに 5 分の 1 は購入量を増やす意向を示している。
この結果から、HMR 製品の消費は今後も増加傾向を維持すると見込まれている。

また、食肉加工品については「価格変動が大きくなければ、今後も高い比重を占める」とされて
いる。同調査で前年に比べ大幅に増加した品目は HMR（2.9％）、パン・餅類（2.6％）、乳加工品

（1.9％）、健康機能食品（0.7％）であり、この結果から消費者が利便性と健康を重視する傾向が　
強まっていることがわかる。

一方で、EC サイトの台頭によりスーパーマーケット市場は苦戦を強いられている。各社は専用
アプリ等を活用したオンライン注文と実店舗を連携させる新たな物流方式を導入し、EC に流出し
た顧客を取り戻そうとしている。大型マートのビッグ 3 はクイックコマースサービス「配達の民族」
と契約し、オンライン注文の商品を実店舗で準備し、1 時間以内に届けるサービスを開始した。配
送時間は年々短縮されており、今後さらに競争が激化すると予想される。
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第６章　食肉加工品に関する規制・手続
なお、本章で取り上げる情報は 2025 年 9 月 1 日時点のものである。

１. 韓国における食品の規制について
韓国では「食品衛生法」を筆頭に、食品医薬品安全処が定める「食品の基準及び規格」「食品添

加物の基準及び規格」「器具及び容器・包装の基準及び規格」といった具体的な法律・基準が存在
する。韓国で食品を生産する際や輸出する際には、これらの法令を遵守する必要がある。以下、特
に食肉加工品に関わる規制について代表的なものを挙げる。

なお、今回の渡航調査では先進事例研究として細胞性食品企業を訪問したが、2025 年現在の韓
国法令では細胞食品の国内販売・流通は許可されていない。

（１）残留農薬に関する規制
「食品の基準及び規格」では、農産物や畜産物に含まれる農薬について、食品ごとに許容される

最大残留量（MRLs）が定められている。韓国では農薬ポジティブリストシステム（PLS）が導入
されており、個別に基準値が設定されていない農薬については一律基準（0.01ppm）が適用される。

（２）汚染物質・病原菌に関する規制
「食品の基準及び規格」では、重金属等の汚染物質について食品ごとに最大許容量が定められて

いる。また、食中毒菌についても肉類及び食肉加工品において「検出されてはならない」あるいは「基
準値以下であること」が規定されている。

表６－１　汚染物質の最大許容量

出典：食品医薬品安全処

鉛 0.1mg 以下（ただし内臓は 0.5mg 以下）

カドミウム

・豚・牛レバー：0.5mg 以下
・豚肉・牛肉：0.05mg 以下
・豚・牛腎臓：1.0mg 以下
・家禽肉：規定なし

ダイオキシン
・牛肉：4.0pg TEQ/g fat 以下
・豚肉：2.0pg TEQ/g fat 以下
・家禽肉：3.0pg TEQ/g fat 以下

ベンゾピレン 5.0 μg/kg 以下（燻製食肉製品及びその加工品）

メラミン 2.5 mg/kg 以下

総アフラトキシン 15.0 μg/kg 以下（加工食品）

放射能 100 Bq/kg 以下

(３）添加物・栄養強化剤に関する規制
「食品添加物の基準及び規格」では、使用が許可されている食品添加物の種類、対象となる食品、

使用量の限度等が定められている。また、使用基準の中では、添加物の使用要件について次のよう
に規定されている。さらに、栄養強化を目的とする添加物についても本基準に含まれており、その
使用は定められた目的及び基準に従う必要がある。
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表６－２　添加物の使用要件

１. 技術的効果を得るために必要最小限の量を使用しなければならない。

２. 食品の欠点を隠したり、消費者を欺く目的で使用してはならない。

３. 食品に添加される栄養強化剤は、食品の栄養学的品質を維持・改善するために使用しなければならず、栄
養素の過剰摂取や不均衡な摂取を招いてはならない。

出典 : JETRO「食品添加物の基準及び規格」

(４）包装・ラベル表示に関する規制
「食品等の表示・広告に関する法律」及び下位規定である「食品等の表示基準」では、包装され

た食品の表示方法について基本要件と表示義務のある内容が定められている。

表６－３　包装・ラベル表示の基本要件

１. 消費者を欺いたり、誤認・混同させたりするような表示・広告をしてはならない。

２. ハングルで表示することを原則とし、読みやすく、分かりやすい場所に表示する。外国語を併記する場合
は、ハングル表示と併記しなければならない。

３. 疾病の予防・治療に効果があるという内容の表示・広告はしてはならない。

４. 他の製品を誹謗するような表示・広告はしてはならない。

出典 : JETRO「食品等の表示基準」

表６－４　包装で表示が義務付けられている内容

１. 製品名 ６. 保管方法

２. 内容量及び熱量 ７. 容器・包装の材質

３. 原材料名（アレルギー誘発物質を含む） ８. 栄養成分

４. 営業所の名称及び所在地 ９. その他、食品ごとの個別基準で定められた事項
（遺伝子組換え食品、放射線照射食品等）５. 消費期限（または品質保持期限、製造年月日）

出典 : JETRO「食品等の表示基準」

なお、輸入食品については、ハングルでの表示が義務付けられており、製造業者名、輸入販売業
者の情報等を記載する必要がある。

また、「食品等の表示基準」では、ラベルの栄養表示に関しての基本要件と表示義務のある内容
が以下の通り定められている。
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表６－５　栄養ラベルの基本要件

１. 栄養表示は、消費者が容易に識別できる場所に、定められた様式（「栄養情報」という表題の表）を用い
て表示する。

２. 栄養成分の名称、含量、及び 1 日栄養成分基準値に対する比率（％）を表示する。

３. ハングルで表示することを原則とする。

４. 輸入食品は、国内基準である「食品等の表示・広告に関する法律」及び「食品等の表示基準」に適合する
ように栄養表示をしなければならない。

出典 : JETRO「食品等の表示基準」、韓国健康機能食品協会

表６－６　栄養ラベルで表示が義務付けられている内容

１. 熱量 ６. トランス脂肪

２. ナトリウム ７. 飽和脂肪

３. 炭水化物 ８. コレステロール

４. 糖類 ９. たんぱく質

５. 脂肪 10. その他、栄養強調表示をする栄養成分や 1 日栄
養成分基準値が設定されているビタミン・ミネ
ラル類等

出典 : JETRO「食品等の表示基準」

* 註）�包装された食肉加工品は栄養表示の義務対象であるが、包装された生肉（包装肉）は義務表示が免除される場合
がある。

（写真：実際に販売されている食肉加工品の栄養表示の例。左は原文、右は対訳）
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（写真：外国語も表記されている商品の例）

２. 韓国における食品の規制について
(１）韓国への輸出について

韓国では「輸入食品安全管理特別法」に基づき、食品医薬品安全処（MFDS）が輸入食品を厳格
に管理している。韓国に食品を輸出する場合、輸入申告や海外の食品生産企業の名称、生産品目等
の事項を食品医薬品安全処長に届け出ることが定められている。

（２）輸入許可に関する手続き
韓国において販売目的、または営業上使用する目的で食品等を輸入する際は、韓国食品医薬品安

全処長に輸入申告を行わなければならない。輸入申告にあたっては、通常の通関書類に加えて輸出
証明書が必要となる。また、食品の輸入通関は、関税庁の「電子通関システム」を通して行う必要
がある。

畜産加工品に関しては、海外作業所（製造工場）等「輸入食品安全管理特別法施行規則」で定め
る事項を登録したうえで、輸出国政府と韓国食品医薬品安全処長との協議に基づき、所定様式の輸
出衛生証明書を添付する必要がある。

（３）韓国への食品輸入にあたっての事前申請
輸入者は、海外製造工場の名称、所在地及び生産品目等、総理令で定められた事項を輸入申告前

までに食品医薬品安全処長に届け出なければならない。また、「輸入食品安全管理特別法」に基づき、
輸入申告時には「輸入食品等の輸入申告書」とともに、以下の書類を提出する必要がある。



75

表６－７　輸入申告時の必要書類

１. ハングル表示された包装紙またはハングル表示内容が書かれた書類

２. 国外試験検査機関試験検査成績書（輸入食品法第 21 条第 3 項の適用を受けようとする場合）

３. 区分流通証明書、政府証明書、試験検査証明書

４. 賞味期限設定事由書または賞味期限延長事由書

５. 輸出計画書

６. 品目製造報告書のコピー

７. 衛生証明書または検査証明書

８. 輸出衛生証明書（畜産物）

９. 牛海綿状脳症関連の政府証明書、ダイオキシン残留検査成績書及び食品医薬処 HP に掲載する書類

出典：大韓民国政策ブリーフィング

検査を通過すると「輸入販売可能」となり、韓国国内で流通が可能となる。なお、不合格の場合
は返送または廃棄処分となる。

（４）食品の販売許可に関する手続き
食品を輸入・販売する個人または法人は、事前に「輸入食品等輸入販売業登録」を行わなければ

ならない。輸入食品等輸入販売業を新規登録する場合は、食品医薬品安全処を訪問するか、または「食
品安全情報ポータル」でオンライン申請を行うことができる。営業にあたっては、必要な施設を備
えたうえで、営業登録申請書を管轄の地方食品医薬品安全庁長に提出しなければならない。

また、営業者は事前に輸入食品等の衛生管理に関する教育を受講することが義務付けられており、
この教育は新規営業開始時のみならず、その後も毎年受講しなければならない。

韓国で食品の販売や飲食サービスを行う場合、営業申告に必要となる書類は次の通りである。

表６－８　必要書類

１. 食品営業申告書

２. 営業形態によって商談日誌、製造方法説明書等

３. 健康診断の結果（保険証）

４. 衛生教育履修証

５. 消防安全施設等の完備証明書（営業面積が一定基準以上の大きさの場合）

６. LPG 使用施設完成検査合格証（LPG ガス使用時）

７. 賃貸契約書

８. 法人印鑑、法人印鑑証明書原本、法人登記簿謄本（法人の場合）

９. 訪問客の身分証明書等

出典：ソウル中区保健所
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畜産物を販売する場合は「畜産物販売業」として営業申請を行わなければならず、営業申請にあ
たっては、販売業態に応じて定められた施設基準を満たす必要がある。

（５）肉製品の輸入規制
韓国における肉製品（加工品を含む）の輸入規制は、食品分野の中でも最も厳格に規制されており、

「輸入食品安全管理特別法」では製品ごとに輸入を許可する国が定められている。また、農林畜産
食品部告示「指定検疫物の輸入禁止地域」では、畜産物輸入禁止地域を明示し、輸入禁止の原因と
なる家畜感染症が発生した地域からの輸入を制限している。

現在は、高病原性鳥インフルエンザの発生により日本を含む 15 か国、アフリカ豚熱により 2 か国、
口蹄疫により 4 か国からの対象品目が輸入禁止となっている。

家畜伝染病の拡大を防ぐため、「家畜伝染病予防法」では、以下の家畜感染症が発生した場合、
当局が情報を公開しなければならないと定めている。

表６－９　情報公開対象の家畜感染症

１. 口蹄疫（BSE）

２. ランビースキン病 

３. 高病原性鳥インフルエンザ

４. アフリカ豚熱

５. その他農林畜産食品部長官が定める家畜伝染病

出典： 国家法令情報センター「家畜伝染病予防法」

韓国では 2025 年 9 月現在、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い、日本産食品に対する輸
入規制措置を講じている。宮城県、山形県、福島県を含む 13 都県で生産された畜産加工品につい
ては、政府機関が発行する放射性物質検査証明書の提出が義務付けられている。さらに、13 都県
以外で生産された製品についても、政府機関発行の産地証明書を添付する必要がある。

（６）日本から韓国向け食肉加工品の輸出
日本から韓国に畜産加工品を輸出する場合には、「大韓民国向け輸出畜産加工品及び輸出食肉・

卵含有加工品の取り扱い要綱」に基づく認定施設で製造された製品で、次の条件と定義を満たさな
ければならない。なおソーセージ類やベーコン類は、韓国において日本からの輸入実績がなく輸入
は認められていない。

次の①から③のいずれかの条件で、豚肉及び鶏肉を原料として製造されたハム類及び食肉抽出加
工品に限る（牛肉、山羊肉、めん羊肉、鹿肉を原料とする食肉加工品は除く）。

　①�湿熱処理（中心部温度 121 度で 15 ～ 20 分又または 115 度で 35 分）又はこれと同等の効
力を有する方法により熱処理したもの（偶蹄類由来の食肉加工品においては要件）
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　②�中心部温度を 120 度以上で 4 分以上熱処理したもの又はこれと同等の効力を有する方法で
処理したもの

　③�上記に該当しない熱処理したもの（中心部温度と時間（分または秒）を記載すること）

表６－ 10　日本から韓国向けに畜産加工品を輸出する場合の条件及び定義

品目名 定義（仮訳）

A. �ハム類 
(Hams)

ハム類とは、肉片を切り分け、塩漬けにし、熟成、乾燥、燻製又は熱処理
して作られる加工品、あるいは、肉片に他の食品又は食品添加物を添加し、
熟成、乾燥、燻製又は熱処理して作られる加工品をいう。

H. �食肉抽出加工品 
(Meat extract products)

食肉抽出加工品とは、食肉を成分として使用し、水による原料抽出品に他
の食品又は食品添加物を添加後に、抽出等の方法で加工される製品をいい、
水で抽出される原料抽出食肉、食肉抽出加工品、単純食肉抽出加工品がある。

出典：農林水産省

（７）認定施設の要件
認定施設は、「畜産物又は動物性食品の輸入許容国家（地域）及び輸入衛生要件」に基づき、次

の全ての要件を満たす施設とする。

ア �食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号）に基づく営業許可を有し、又は営業届出を行っており、
当該施設を管轄する自治体による計画的な監視指導を受けていること。

イ �HACCP（Hazard Analysis Critical Control Point：危害分析・重要管理点方式）、GMP（Good 
Manufacturing Practice：適正製造規範）等、食品安全管理プログラムを文書で作成し、運
用すること。また、当該プログラムに基づいて記録を作成し、最終作成日から２年以上保存す
ること。

ウ �施設の食品安全管理プログラムは、衛生的で安全な畜産物等を生産するための原料の受入れか
ら最終製品の出荷までの全ての過程について手順が文書化されており、不適合な事例が確認さ
れた場合、これに対する措置も含まれていること。また、関連の記録は、２年以上保存すること。

エ �処理及び加工に使用する水は、水道水又は飲用に適する水を用いること。
オ �生産する畜産加工品に対して回収に係る手続を文書において定めること。また、最終製品から

原料までの履歴追跡が可能であること。

３. 適用される税率について
(１）関税

韓国に食肉加工品を輸入する際には、関税法に基づき食品ごとに定められた関税が賦課される。
JETRO の HP では畜産加工品に課せられる関税率が分かりやすく表形式で公開されている（表６
－ 11）。なお、WTO 協定税率が設定されている場合には、基本税率に優先して WTO 協定税率
が適用される。
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表６－ 11　畜産加工品の関税率

出典：JETRO 「世界貿易機関協定等による譲許関税規程」

（２）付加価値税（VAT）
韓国では、財貨の輸入及び用役の供給（サービスの提供）に対して付加価値税が課される。事業

または輸入を行う個人、法人、法人格のない社団・財団は、この付加価値税の納付義務を負う。税
率は一律 10％であり、計算方法は以下のとおりである。

　付加価値税 ＝ （CIF 価格 ＋ 輸入関税） × 10％

ただし、輸入品のうち加工されていない食料品（食用として提供される農産物、畜産物、水産物
及び林産物を含む）については、付加価値税が免除される。
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第７章　まとめ
（１）韓国の概況及び食肉・食肉加工品の動向

韓国は朝鮮半島に位置し、面積は約 10 万 km² で日本の約 4 分の 1 程度である。人口は約 5,181
万人であるが、その過半数がソウル首都圏に集中しており、過度な人口集中と急速な少子高齢化が
進行している。経済面では、一人当たりの名目 GDP が 3 万ドルを超え、OECD 諸国の中でも中
所得層の割合が高い成熟した市場を持つが、直近の経済成長率は鈍化傾向にある。

韓国の食生活において食肉は極めて重要な位置を占めており、2022 年には一人当たりの年間食
肉消費量が米の消費量を上回った。中でも豚肉の消費量は圧倒的で、食肉全体の約 50％を占める。
国内の食肉供給は、韓牛や国産豚（韓豚）等の国内生産が約 65％を支えているが、飼料費高騰等
の課題も抱えている。食肉加工品に関しては、ハム類の生産量がソーセージ類の約 2 倍あり、これ
はスパムに代表される缶詰類（ランチョンミート）の消費が極めて多いためである。

（２）訪問先・業界関係者からのヒアリング
今回の現地調査では、大手食肉加工メーカーである先進（Sunjin）社及び細胞性食品スタートアッ

プ企業を訪問した。
Sunjin 社では、養豚から加工・販売までを垂直統合したビジネスモデルを確立しており、スマー

ト HACCP の導入や製造ラインの自動化等、徹底した品質管理と効率化が図られていた。特に EC
向けのスライスパック製品や BtoB 向けのパティ製造において高い生産能力を有している。

また、細胞性食品分野では、Seawith 社や Space F 社といったスタートアップが世界的な技術
競争力を有していることが確認された。海藻由来の足場技術や無血清培地の開発により、生産コス
トの大幅な削減（従来の韓牛生産コストからの半減等）を目指しており、2026 ～ 2027 年頃の商
用化を視野に入れた活発な研究開発が行われている。

因みに、日本の消費者庁は食品衛生審議会新開発食品調査部会において、細胞を培養して作る細
胞性食品等の食品について、安全性担保のための確認ポイントとそれをまとめたガイドライン、規
制フレームワーク、ガイドラインのスコープ（定義等）の検討・整理を実施中である。2026 年 3
月末までに何らかの発表がなされると業界内ではみられているが、公表情報としてのマイルストー
ンは未定である。内容詳細は、消費者庁ウェブサイト内資料を参照されたい（https://www.caa.
go.jp/policies/council/fssc/meeting_materials/review_meeting_004/044980.html）。

（３）食肉加工品の販売環境と消費者嗜好
韓国の小売市場は、デジタル化の進展により劇的な変化を遂げている。「Coupang（クーパン）」

に代表される EC チャネルが急成長し、翌朝配送（ロケット配送）等の利便性が支持され、2024
年にはオンライン流通の売上比率がオフラインを上回った。一方で、オフラインでは「emart」等
の大型マートが体験型店舗への改装を進め、コンビニエンスストア（CU 等）は「1+1」等の販促
や若者向け商品で独自の地位を築いている。

商品トレンドとしては、名節の贈答用としても定着しているランチョンミートの根強い人気に加
え、単身世帯や共働き世帯の増加を背景に、肉をメインとした家庭用簡便食（HMR）が充実している。
骨付き肉を使用したスープ料理や、有名シェフとのコラボ商品等が人気を博している。また、健康
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志向の高まり（ヘルシープレジャー）を受け、植物性代替肉や鶏胸肉を使用した製品、低塩・低脂
肪製品も市場に浸透しつつある。

消費者の嗜好としては、伝統的に辛く濃い味付けが好まれる傾向にあるが、食肉加工品において
は、従来一般的であった澱粉質の多い柔らかい食感のものから、肉の含有量が高い高品質な製品へ
の需要も高まっている。

（４）食肉加工品に関する規制
韓国における食品規制は、食品医薬品安全処（MFDS）が管轄する「食品衛生法」や「食品の基

準及び規格」等に基づき厳格に運用されている。特に輸入食品に対しては「輸入食品安全管理特別法」
に基づき、海外製造工場の事前登録や、ハングルによる詳細な表示（栄養成分表示を含む）が義務
付けられている。

日本からの輸出に関しては、家畜伝染病（口蹄疫・ASF 等）の影響により生肉の輸出は困難であ
るが、加熱処理された食肉加工品であれば輸出の可能性がある。ただし、放射性物質検査証明書の
提出や産地証明書の添付等、厳格な手続きが求められる。また、細胞性食品等の新食品に関しては、
規制免除特区の設置等、国を挙げて制度整備と商用化に向けた動きが加速している。

（５）おわりに
韓国市場は、急速なオンラインシフトと HMR の普及により、食肉加工品の消費形態が高度化し

ている。日本と同様に少子高齢化が進む中、消費者は「利便性」と「健康」の両軸を求めており、
高品質な製品や代替肉・細胞性食品といったフードテックへの関心も高い。

現在、ソーセージ類やベーコン類は、韓国において日本からの輸入実績がなく、輸入は認められ
ていない。一定条件で加熱されたハム類であれば輸入は可能であるが、2026 年 2 月時点で日本の
認定施設はなく日本から輸出はできない状況となっている。

日本産食肉加工品の輸出可能性については、日本独自のオールポークの羊腸ウインナー（パリッ
とした食感）等が、差別化された商品として若年層や日本旅行経験者に受け入れられる余地がある。
一方で、価格競争力のある米国産製品や、品質向上の著しい韓国国内メーカー製品との競合は避け
られない。

韓国は、伝統的な食文化を維持しつつも、世界最先端の配送システムやフードテックを積極的に
取り入れるダイナミックな市場である。今後の市場開拓においては、EC チャネルへの適応や、細
胞性食品技術における連携等、変化する韓国の産業構造を見据えた戦略が必要となるだろう。
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　　　　参照先：�https://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B7%9C%EC%

B9%99/%EC%8B%9D%ED%92%88%EB%93%B1%EC%9D%98%ED%91
%9C%EC%8B%9C%EA%B8%B0%EC%A4%80

　　　　　　　　（最終閲覧日：2026 年 2 月 28 日）
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　　「輸入食品安全管理特別法」
　　　　参照先：�https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%88%98%EC%

9E%85%EC%8B%9D%ED%92%88%EC%95%88%EC%A0%84%EA%B4%
80%EB%A6%AC%ED%8A%B9%EB%B3%84%EB%B2%95

　　　　　　　　（最終閲覧日：2026 年 2 月 28 日）
　　「家畜伝染病予防法」
　　　　参照先：�https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EA%B0%80%EC%

B6%95%EC%A0%84%EC%97%BC%EB%B3%91%EC%98%88%EB%B0%
A9%EB%B2%95%EC%8B%9C%ED%96%89%EA%B7%9C%EC%B9%99

　　　　　　　　（最終閲覧日：2026 年 2 月 28 日）
　　「世界貿易機関協定等による譲許関税規程」
　　　　参照先：�http://www.law.go.kr/BYL/grtFile/law0039312024123135126KC_0001

00E.zip　（最終閲覧日：2026 年 2 月 28 日）
・韓国健康機能食品協会　「法令に関する解釈」
　　参照先：�https://www.khff.or.kr/user/info/InfoBoardUserView.do?boardSeqno=100

37&postsSeqno=116200&_menuNo=396　（最終閲覧日：2026 年 2 月 28 日）
・韓国政府公式広報サイト　「大韓民国政策ブリーフィング（食品医薬品安全処）」
　　参照先：https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156460403
　　　　　　（最終閲覧日：2026 年 2 月 28 日）　
・ソウル中区保健所　「食品衛生」
　　参照先：�https://www.junggu.seoul.kr/health/content.do?cmsid=15964&mode=vie

w&cid=123864　（最終閲覧日：2026 年 2 月 28 日）
・韓国　農林畜産食品部　「指定検疫物ごとの輸入禁止地域の運用状況」
　　参照先：�https://www.mafra.go.kr/home/5001/subview.do?enc=Zm5jdDF8QEB8JTJ

GYmJzJTJGaG9tZSUyRjc5OCUyRjU3NDA4MiUyRmFydGNsVmlldy5kbyU
zRg%3D%3D　（最終閲覧日：2026 年 2 月 28 日）

・日本　農林水産省　「大韓民国向け輸出畜産加工品及び輸出食肉・卵含有加工品の取扱要綱」
　　参照先：�https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/attach/pdf/yusyutu_shinsei_

asia-742.pdf　（最終閲覧日：2026 年 2 月 28 日）


